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•� 航運または航空運航を⾏う⾮居住者は、所定の帳
簿を保持し監査を受ける場合、推定課税を適⽤し
ないことを選択できます。

•� インドの未上場株式から得られる⻑期キャピタル
ゲインに対して、12.5％の税率が課され、さらに外
国為替の変動による利益が考慮されます。

•� 未申告の仮想デジタル資産（VDA）は「指定資産」
として分類され、78％の税率が適⽤されます。

•� ⼆重課税回避協定（DTAAs）の未定義の⽤語につ
いて、法案はインドの税法または他の中央政府の
法令を参照することを許可し、明確化を図ります。

•� 移転価格の変更は、単⼀のアームズレングス価格
が決定された場合でも、±3％の許容範囲が適⽤
されることを明確にしました。

•� 事前価格設定合意（APA）の枠組みには、⼿続き完
了のための定められた期間が設けられました。

結論
2025年の所得税法案は、インドの税制を近代化し、
簡素化することを⽬的としています。冗⻑性を減らし、
⾔語を簡潔にする⼀⽅で、既存の所得税法（1961
年）への⾔及に関する⼀部の複雑さは、依然として慎
重な解釈を必要とする場合があります。

クレイマンに関しまして:�KrayMan�Consultants�LLP�(KrayMan)�は、グルグラムに本社を置き、インド全⼟の⽇系クライアント
にサービスを提供している会計・アドバイザリーファームです。インド進出、会計、保証、税務、規制、トランザクション・アド
バイザリー、M&A、法務、⼈事・給与サービスなどに特化しています。私たちは、勅許会計⼠（CPA）、会社秘書、弁護⼠、
MBAで構成されるプロフェッショナルチームです。詳細については、弊社ウェブサイト�www.krayman.com/jp�をご覧くださ
い。サポートが必要な場合は、communications@krayman.com�までご連絡ください。
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